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団体の会則

（名称）
第１条　本会は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と称し、
事務所を　駒ヶ根市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に置く。
（※事務所は駒ヶ根市内に置く。）

（目的）
第２条　本会は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を目的とする。

（役員）
第３条　本会に次の役員を置き、役員は総会において選出する。
代　表　　１ 名　
副代表　　　 名　
会　計　　　 名　

（任期）
第４条　役員の任期は　　　　年とする。ただし、再任は妨げない。

（年度）
第５条　本会の事業、会計は　　月　　日に始まり、　　月　　日に終了する。

（会費）
第６条　本会の運営費は、会費、その他の収入をあてる。
会費は　月額・年額　　　　　，　　　円とする。




